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第２回本人確認情報保護審議会議事録（2003.1.30） 
 
○ 出席委員 

不破委員（審議会会長）、佐藤委員（会長代理）、櫻井委員、清水委員、中澤委員、 
吉田委員 

 
○ 県出席者 

田中知事、宮尾総務部長、田山企画局長、山本市町村課長、松林情報政策課長 ほか 
 
 
司会： 
 ただいまから第２回長野県本人確認情報保護審議会を開会いたします。 
開会にあたりまして知事からあいさつを申し上げます。 

 
田中知事： 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
前回に引き続きまして長野県本人確認情報保護審議会にお越しいただき、たいへん感謝

申し上げております。前回、清水委員からご提言がありました住民基本台帳ネットワーク

システムに関する県内１２０の市町村の担当者へのアンケート調査をたいへんお忙しい中、

委員の方々の自力でご調査いただきまして、その結果も今日発表いただけるようでござい

ます。そうした調査の実態に基づいて、更に具体的な市民社会のために議論をいただけれ

ばと思っております。最後まで私も出席いたしておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
 
司会： 
 審議事項に入ります前に、県側の今回初めての出席者のほうから自己紹介をさせていた

だきます。 
 
宮尾総務部長： 
総務部長の宮尾弘行と申します。何卒よろしくお願いいたします。 

 
田山企画局長： 
企画局長の田山重晴でございます。よろしくお願いいたします。 
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司会： 
 それではこれより審議に入りたいと思います。これ以降は会長の方から進行をお願いし

たいと思います。 
 
不破会長： 
 はい。 
みなさん、今日はお忙しいところありがとうございました。これより審議事項に移りた

いと思います。なお本日は、予定では１５時３０分を終了といたしておりますので、どう

ぞご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
まず、先ほど知事の方からもお話がありました市町村の現状調査結果、これは前回のこ

の会におきまして、市町村の取り組みが非常に重要であるということから、現状確認を審

議会として行ったらどうかという提案がありました。それに基づきまして、この審議会に

おいて各市町村宛に調査を行ったものであります。全てこのアンケート調査は、宛先は会

長宛とさせていただきまして、そのデータの開封や集計も我々委員の中だけで責任を持っ

て行ったというものであります。 
調査結果につきましては、資料１として皆様のお手元に配布してございますので、調査

の取りまとめを主にしていただきました清水委員の方からその概要について説明をお願い

いたします。 
 
清水委員： 

資料１をご覧ください。昨年末から今年１月２３日までの期間に１２０自治体のうち１

１２団体の回答をいただきました。１月の時期はかなり忙しいということでしたが、たく

さん回答をいただきました。それから自由記載欄の中に、一番最後にも書いてあるんです

けれども、「担当者２人とも産休で回答を書くのがたいへんなんですが」というものもあり

まして、そういったところからも実際の現場が本当に少人数で、悪戦苦闘しているんだな

ということを催促の電話をかけながら実感いたしました。 
内容面に移らさせていただきますが、内容については、かなり詳細に質問をいたしまし

たけれども、まずこの制度はメリットが有るか無いかということについて、まず住民にと

って、そしてまた別に自治体にとってということで分けて質問しております。住民サービ

スについては１番目と２番目、「国等の行政機関に対する本人確認情報の提供」、それから

「住民票の広域交付」ということについてメリットがあるというふうに書かれています。

他方で１．２．３．４．５．６．と見ていきますと、あまり有意義とはいえないんじゃな

いかということも５としてあるんですけれども、そこについては数が相対的には非常に少

なくなっています。 
次のページを見てください。今度は自治体の側にとって有意義かどうかということを聞

いてみましたところ、１番の「国等の行政機関に対する本人確認情報の提供」というとこ
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ろが相対的には数多く占めています。約回答の半数がここで答えております。しかし、こ

こでは５のところで３６団体。これはいずれも有意義とはいえないという答えが２番目に

多くなっています。住民の側のメリット、自治体側のメリットのところで、こういったと

こにズレが既に生じています。 
３番目ですけれども、本人確認情報の安全性を脅かすおそれのある利用形態はどれかと

いう質問に対して、またここでも１番目の「国等の行政機関に対する本人確認情報の提供」

に不安が、問題があるということを指摘するところが一番多くありました。次が「その他

の行政分野での住基カードの活用」。むしろこれは、総務省などでは積極的に利用範囲を拡

大していくべきではないかという提案をしているわけですけれども、自治体の現場のとこ

ろでは１番と４番、メリットとされているところについて、むしろ安全性を脅かす利用形

態だという様な理解をしていることがこの回答から出ていると思います。 
次に４ですけれども、これはコンピュータネットワークシステムですので、仕組みなり

をきちんと理解している人が責任を持ってきちんと対応しなければいけないわけですけれ

ど、「あなたの自治体ではその仕組みや運用管理について最も詳しいのは誰ですか」という

質問をしましたところが、圧倒的に担当職員という答えでした。これは予想していたとこ

ろですが、首長が０というのは、職員が非常にできがいいのか、あるいは首長が何だかよ

くわかりませんけれども、予想どおり担当職員が一番理解しているということでした。 
次の問５のほうですけれども、「最も詳しいとされた人は、住基ネットに関してどのよう

な意見を持っているか」ということについて、自治体の負担が大きい割に自治体のメリッ

トが少ないというのが１０２団体と圧倒的。要するに、１１２団体のうちの１０２団体の

回答となっております。次いで「住民のメリットが少ない」「本人確認情報の漏えいなどプ

ライバシーが心配」というのが多くを占めています。「自治体の負担に応じたメリットはあ

る」というような答えというのはごくわずかでした。 
次に問６ですが、問４の回答が首長でない場合、住基ネットの仕組みや管理運用につい

て最も詳しい者の住基ネットに関する評価と首長の評価とは一致しているかどうか。これ

は一致しているかということが非常に重要ではないかと私たちは考えているわけですけれ

ども、問題を作った側はそう思っているわけですが、一致していると答えたところは５１

団体でした。これを多いと見るか少ないと見るかですが、私は個人的には少ないと考えて

いますが、現実はこのようです。「わからない」が５３団体で一番多かったわけですが、こ

れは首長と担当課の職員の意思疎通がちゃんとできていないということを示していると思

います。それから、「一致していない」というところがわずかでありますが３団体ある。こ

れも問題であると思います。現場の抱えている問題というのが首長にちゃんと反映されて

いないというのは、この②③のところに現れているんだと思います。①の一致していると

いうのも、どのように反映しているかはともかくとして、②と③が、特に③が多いという

のは問題ではないかと思います。   
次に７に移りますが、これは仕様書。これは本来、発注する自治体の側で作成すること
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に一般的にはなっているわけですが、独力で作ったかどうかということについて、独力で

はないというところが圧倒的、殆どを占めています。 
では、誰の助力を得たかということについては、既存の住基システムの委託業者、つま

り相手方。契約の相手方に協力をしてもらっている。 
では「どのくらい協力をしてもらっているのですか」というのが次ですけれども、「すべ

て」というのが２８％、「ほとんどすべて」が４６％、「相当程度」が２６％、「多少」と「ご

く一部」は０％ですから、要するに相当程度というのはどのくらいのものかにもよります

けれども、ほとんどすべての自治体が契約の相手方に仕様書の内容をかなり委ねていると

いうことがいえるかと思います。 
次に１０ですけれども、「その仕様書の内容が適切であることは自治体組織内のだれが

判断していますか」ということについて、一番多いのが「担当課長」が４０団体、次が「担

当職員」で３７団体、「首長」も１７団体という様になっていますが、最も詳しい者がとい

う実質的なところで考えるとすれば、ここの部分は「担当職員」というのが圧倒的、実質

的に占めていてほしいと思うんですけれども、「担当課長」、「首長」と合わせると約半分く

らいになっているということです。 
では次に移ります。地方自治情報センターから毎週マニュアルが送られてくるわけです

けれども、「これに基づいて管理をしてください」というのが地方自治情報センターの要望

なわけですけれども、「すべて理解している」というのはわずか２％、「相当程度理解して

いる」というのが２６％である一方、「多少理解している」、「あまり理解していない」とい

うのが約７割という割合を占めています。これではたして安全、完璧な制度といえるのか

どうかというのはかなり疑問のあるところです。 
１２問目のところは「法定受託事務」ではなく「自治事務」であることを知っています

かということについて、３６％の自治体が「知らない」という様に答えているところは問

題ではないかと思います。自治事務と法定受託事務の区分けをしないで日々の運用管理に

あたっているということです。 
問１３は「知っている」と答えた自治体の場合、「自治事務であることをどのように考え

ていますか」ということについて、様々な意見が出されています。この中では法律的な問

題点ですとか、予算面の疑問ですとか様々な問題が出されているんですが、１１ページの

方の上から６つ目の意見、ちょっと長い意見のところなんですけれども、「管理運用は自治

事務とはいえ、法律に基づくもので、本当の意味で地方（現場）の意見が反映されたもの

ではなく、地方は国に対して何も言えず、押しつけにすぎない。現在のしくみでは、事務

処理等の効率化が図られるわけでもなく、負担はより増大するばかりである」という意見

がありますが、このように書いている、この書き方をしている自治体というのはこの自治

体しか無いわけですけれども、どの自治体も同じような問題を抱えているのではないかと

思いました。また、その２つ下に「住基法第３条第１項の規定が住基ネットにより適正に

行えるか疑問」とあります。３条１項というのは住民基本台帳の管理責任は市町村長にあ
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るという規定なわけですけれども、それが適正に行われるかどうかは住基ネットについて

は疑問であると、そう答えているわけです。 
次に経費に関することを問１４、問１５、それから問１６と関連して書いているわけで

すけれども、問１６のところで予想外の出費を余儀なくされることがあり得ないではない

けれども、その辺の心配はないかということについて「ない」と答えているところもある

んですけれども、４４団体で「ある」というふうに答えています。「ある」と答えたところ

のそれぞれの意見というのは問１７のところに書かれています。 
問１８はセキュリティに関する規程等のことを聞いていますけれども、県又は地方自治

情報センターに連絡や調査依頼をするという対応になると考えられるけれども、そちらの

自治体ではそのような対応になっているかということについては、これは県の方でも指導

されていることで、「なっている」という様に答えているところが圧倒的な数を占めていま

す。 
では、その対応ということについて住民に具体的に知らせているかということについて

は、「知らせている」と答えているのが３０団体でした。つまり３０団体が何らかの形で住

民に知らせているけれども、それ以外の団体はしていないということです。これでは対応

ができているといっても住民との関係では不十分ではないかと思われます。 
次に問２０ですが、「知らせている」という場合、「どういう方法で知らせていますか」

ということでは、「自治体の広報」が２４団体で最も多い。それから１１団体と２番目に多

かった「役所の窓口で口頭説明」ということは、来た人全部に説明しているとは思えない

ので、聞かれれば答えるというようなことなのではないかなと思われます。 
次に問２１ですが、実際に住民から問い合わせがあったときに迅速に対応できる体制が

できているかということについて、「できている」という様に答えているところは７１団体

あります。「できていない」というのが３２団体あります。できているかどうかというのが

どの程度の内容かについては、今回の調査ではまだ行われていません。 
問２２ですが、「住基カードによって行政事務が効率化されるという説明がなされるこ

とがありますが、住基カードは住民からの申請に基づいて交付されることから、住基カー

ドを所持する住民とそうでない住民と双方の対応をすることになるけれども、行政事務の

効率化になるのかという質問に対して、「効率化されない」と答えているのが４７団体あり

ますが、「変わらない」というのが３９団体、「わからない」というのが１７団体、「効率化

される」といっているのが７団体です。つまり市町村の責任において発行するカードにつ

いて「効率化されない」とか「変わらない」、「わからない」というのが圧倒的な数を占め

ているということです。 
問２３ですが、住基カードを独自の事務に利用するための条例をすでに制定しています

かということについて、「イエス」と答えたのが１団体だけです。「制定していない」、「準

備中」というのが圧倒的です。そもそも住基カードがタイプⅠになるのかタイプⅡになる

のかということも決まっていない状況ですので、そもそも条例で今の時点で決めているの
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は相当難しいのではないかと実務的に思いますし、かといって、これから準備を始めてい

って、８月にそういったものを組み込んだカードができるのかどうかというのもかなり疑

問を感じるところです。 
問２４は前問で「制定している」、「準備中」と答えた自治体はどのような内容ですかと

いうことについて書かれているのがそこに示されているような内容です。まだごくわずか

ですね。 
次に問２５ですが、住基カードを条例に基づいて独自利用する制度を採用するに先立っ

て住民の意見を聞いていますかということに対して「聴いている」というのは１団体しか

ありません。「聴いていない」というのが６９団体。「今後聴く予定である」のが１１団体。

「その他」というのが１９団体。「その他」はここに書かれている予定です。中には独自利

用を考えていない、予定していないというような意見を書いているところがいくつもあり

ます。 
前問で「聴いている」、「今後聴く予定である」と答えた自治体の場合、どのように聴く

か、聴く予定であるかということを聴きましたところが、「ホームページ」、「自治体の広報」

で意見募集というものがかなりの割合を占めております。「住民説明会を開いて直接聞い

ている」というところはわずかしかありませんでした。 
それから、次に「聴いている」と答えた自治体。これは 1 つしかないわけですけれども、

どんな意見がでているかということについては回答がありませんでした。住民から意見が

なかったということなのかもしれません。 
次に、住基カードは何枚くらい発行する計画ですかということについては、「未定」とい

う団体が半数を占めております。そもそもどういうタイプのカードになるかということが

解らないわけですから非常に決めにくいのではないかと思います。発行枚数、それから人

口比。これは色をみて対比していただければ解りますが、そのようなことを考えている自

治体の数です。 
問２９ですが、「住基カードの用途だけでなく、住基カードの問題点も含め、その仕組み

について、すでに住民に説明していますか」という問いに対して、「すでに説明している」

というのが１４団体あります。その他の選択肢は、「まだ説明していないが、今後説明する

予定である」、「まだ説明していないし、今後も説明する予定はない」、「未定」という様に

なっておりまして、「住基カードの問題点を含めてすでに説明している」というのが１４団

体あるというのは、これはなかなかのものではないかなと思いますが、その具体的内容に

ついてまだ２次調査をしておりませんので解りません。 
問３０は自由記載欄として自由に書いていただいたわけですけれども、例えば一番最初

には住基ネットと電子政府(自治体)との関連について詳細を市町村にも伝えていただきた

い、とあります。市民への住基ネットの説明を行う際には、将来の住基ネットの姿も必要

というような指摘をされているわけですけれども、この住基ネットとはそもそも市町村事

務ですので、市町村のほうでどう作っていくというのを自治体ごと、自治体同士で作って
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いかなくてはいけないものではないかと法律上思うわけですけれども、ここには総務省な

り地方自治情報センターなりのほうからどういうことなのか言ってくれないとできないと

いうような「法定受託事務」的な考え方がでているんではないかなと思われます。そこか

ら４つ下に、「担当職員は専任でなく、異動があれば変わってしまいます」ということで、

「コンピュータにも精通していないので、マニュアルは送付されても必要部分のみ理解す

る程度ですし云々。」というように書かれていて、従来の職員人事のあり方というのが、住

基ネット、その全国ネットを管理していく上で専任にしなくて大丈夫なのかどうなのか。

専任にしないで従来の人事のままで、外部の民間業者に全面的に寄りかかるような形でい

いのかどうか。そういった、ここで指摘されている問題というのは、どこの自治体でも書

かれていることなのではないかなというように思います。 
いろいろな意見が出ていますが、書いてくださっている方は「問題だ」という指摘の方

が圧倒的多数です。また、今回回答した人たちの名前をみると女性の職員の方が非常に多

く占めておりまして、その方たちが非常に真摯に、まあ私たちのことをどこまで信頼して

くれたかはともかく、「これは公表しません。どこの自治体がどう答えているか公表しない

という条件で、私たち審議会の委員が責任をもって管理します」ということで調査させて

いただいたわけですけれども、多くの女性の職員の方たちが、現場の意見、考え方をかな

り正直に書いてくれたかなというように思っております。 
 
不破会長： 
ありがとうございました。今の清水委員の発言を聞きながら、各市町村がいろいろな住

基ネット遂行にあたって困難、例えば人の問題ですとか、予算の問題ですとか、色々な困

難がある中で、懸命に問題が生じないように、トラブルが起きないように何とか踏ん張っ

て頑張っているという市町村の姿が見えてくるのではないかという様に思いました。 
また、清水委員もおっしゃいましたけれども、このアンケートに答えてくださった担当

者の方は非常に勇気を持って、我々のことを信じて勇気を持って回答してくれた。勇気が

伴った意見がたくさんあるのではないかという様に思います。このご意見を一つずつ慎重

にこれからの審議会において取り上げながら、ここから学び取っていく必要があるのでは

ないかという様に私の方では思いました。 
それではただいまの調査結果につきまして各委員の方からご意見等を伺いたいと思いま

す。順次ご発言をお願いいたします。 
それでは吉田委員の方から。 

 
吉田委員： 
興味深い回答が出たなという様に感じております。 
私の興味があるのは問７、８、９、このあたりなんですけれども、私自身がですね、そ

ういうセキュリティポリシーだとか、ネットワークの設計についてメーカーさんの方から
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意見を求められ、物理的な接続あるいは許容範囲についてですね、ご意見をさせていただ

くことがございました。 
そういう中で、現場の方の状況というのは非常におもしろくなっておりまして、各自治

体さんでは、ほとんど自らこういうことをやりたいんだとかですね、こういうようにした

いんだというお話がほとんど無くて、メーカーの方から最低限の要求仕様に基づいた形の

ご提案をすると、まあコンサルティングフィーとかいう形でご提案することになっている

んですけれども、ほとんどがですね、メーカーさんというのは、はっきり言いますと、各

地方自治によってですね、永年のお付き合いがあるメーカーさんというのは決まっている

と、かつ地方のそういう業者さんもだいたい顔が決まっている。そこに対してバックヤー

ドを支えているメーカーというのはほとんど決まっている。だいたい決まりものなんです

けれども、外資系はほとんど入って無くてですね、そういうところには日本のいわゆる純

粋な日本の企業が入っているという実態になっています。 
でですね、ある地方、何件かお邪魔をさせていただくことがあるんですけれども、だい

たいはですね、担当の方とメーカーさんと顔が知れてますし、しょっちゅうゴルフにも一

緒に行けば、食事もし、という関係ができあがっているわけです。「こういう製品でこうい

うふうにやりたいんだよ」というお話があれば「その提案ちょうだいね」、「これぐらいま

ででいいよね」っていうようなお話はあるんですね。 
そういうことで、たいへん大きなメリットというのはたくさんあるようですけれども、

今回のようにですね、住基ネットに関してもＬＧＷＡＮに関しても同じような形でメーカ

ーから持ってきた提案をですね、自治体の方では受け入れると。それに対して、特段のフ

ィルターにかける機能を持っていない。つまりですね、出された提案のポイントは何か、

それにどんなメリットがあるか、どんなデメリットがあるのか。それを表面的にご理解を

いただくと、そこで問題が出なければ、あとは通常ですと入札になりますね。あるいは、

特定の予算がついているものであれば、部品とかですね、現場調達という形で購入される

という仕組みになっておりますので、なるほどこのアンケートの答えにあるように、ほと

んどメーカーさんにお任せしているんだなというのがはっきり解りますし、それから、普

段、日頃からお付き合いのあるメーカーさんのお持ちいただく提案というのはストレート

にお受け取りになっているということが解ります。 
やはり地方の自治体の単位では、メーカーから出てくる提案についてもフィルターをか

ける仕組みがやはり大事だなということを感じました。 
 
不破会長： 
今のご意見は各市町村が自ら何々をやりたいというものではなくて、仕方なくやってい

るということと、市町村が普段付き合っている業者やメーカーにかなりの部分依存してい

て、それは特に住基ネットに関しては問題があるというご指摘だと思います。 
では次に中沢委員の方から、先ほどの問８などでは、各市町村に上伊那情報センターと
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して協力もされているという立場もおありだと思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。 
 
中沢委員： 
まずこの資料について、順番に感じたことを少ししゃべらせていただきたいと思います。 
問１で４番目の「その他の行政分野での住基カードの活用」というのは非常に評価が低

いわけですよね。これ自体、回答者が市民課なり住民課の方という中では住基カードには

条例による使用領域があって、条例で使えますよということまでは解っていても、いわゆ

る電子社会が進展していく中で実際にどんなことに使われていくのかというのがまだ見え

てないと思うんですよね。そういう中で、以外と低い評価になっているのではないのかな

という感じがします。 
それから問２で、問１の方で住民サービスについて言って、問２の方では市町村側の事

務にとっていいかどうかという聞き方をしているんですが、こういう中で自分のやってい

る仕事についてあまり効果を認めないというのは、公務員の特性みたいのがでていておも

しろいなあという感じがいたします。 
それから３ページの住基カードの活用も、安全性を脅かす恐れのある利用形態というの

は、非常に住基カードを使うことによってとでているのですが、漠たる不安というような

感じが私はいたします。 
それから５ページ目でですね、住民のメリットが少ないというのを割と一番回答されて

いる人が多いわけですが、ただ問１の回答、いわゆる住基ネットは住民サービス上有意義

かという中では、①②に対してはかなり高い評価をしているのですが、そこらとちょっと

矛盾がするなという感じがいたします。 
住基ネットの機器調達に関して仕様書の問題が出ているわけですが、これ自体、実態と

しましては住基ネットのシステムは全国センターから市町村のコミュニケーションサーバ

までのシステムについては、これは全国センターで作って提供するということになってい

るわけですね。そして、そのシステムを入れる機器については、いわゆる人口段階別に、

例えばファイアウォールはこのようなものにしなさいとか、リカバリーサーバはこのよう

にしなさいとか、いわゆるスペックを示しているわけですね。そうしてみると、市町村が

そのスペックにあったハードウェアを調達するということしか残っていないわけですので、

市町村側がもし考えるとすると、いわゆる自分のところで持っている既存の住民基本台帳

システムから全国センターで用意した市町村に置いてあるコミュニケーションサーバまで

の間のシステムをどう作るかということだけなわけですよね。ここの機器調達の仕様をど

う作ったかというとらえ方の意図なんですが、そういう意味ではラスデックから示された

ハードウェアを選択するしか余地がないわけですので、そんなに市町村の人たちが決める

力がないと言われても困るなあという感じがいたします。 
これは手前味噌のお話になってしまいますが、問１４で経費についてでています。問１
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４では、平成１３年度決算において、住基ネットにかかった経費が２００万円より少なか

った団体が全体の７％を占めていますが、上伊那の場合は私どものところへコミュニケー

ションサーバを１台置いて１０市町村分管理するということでやっております。そういう

中で２００万円より少ないというところへ６町村、その次の４００万円より少ないという

ところへ１町村、４００万円から６００万円というところへ１市１町というようなかっこ

うで載ってますので、私共の共同利用は成功しているという、これは手前味噌なんですけ

ど、そんな感じです。 
あとは、住基カードの問題は私共のところがかなり意見もあったりして答えていますの

で、少し状況を申し上げておきますが、実は住基カードを使いたくてＩＣカードをやって

いるというわけではありませんで、私共のところでは時間外の窓口サービスをやらないか

というお話が平成１０年頃あったわけです。事務的にその段階で検討した、住民担当課長

会議で検討した中では、人間を使った時間外のサービスというのは非常に高くついてしま

うという中で、議会あるいは理事者のみなさんから、そういう要望があったことについて

実現するにはやはり機械でやるべきである。具体的には自動交付機でやるべきである。そ

ういう方向が検討の結果でてまいりまして、一方その頃住基ネットが稼働し、住民基本台

帳カードが平成１５年に配られるんだということが見えてきたわけです。 
そうすると、平成１０年なり１１年のときに、自動交付機用のカードを配ってやる。こ

れ、色々なところでやってますけれども、そう取り組んでみても平成１５年になるとまた

住基カードを配り直さなくてはならない。そうすると二重投資になってしまう。そこまで

は時間外のサービスについては我慢をしていただこうじゃないかということで待っていた

だいている。 
そういう中で、現実的に住基カードが配られる時期になりましたので、たまたま総務省

でやられるＩＣカードの実証実験、それに飛びついて９０％近い補助金をいただく中でこ

のシステムの開発にあたっているということでございます。 
電子社会をにらんで総務省もそうですが経済産業省でもＩＣカードに関しては実験をし

ているわけでありまして、おそらく電子カード、ＩＣカードの時代になっていくときに、

カードですので、どこでも使えるというカードがベースとして存在しないと、そういう社

会はできあがってこないと思うのですけれども、例えばの話が、総務省で今やっているＩ

Ｃカードの実証実験を自動交付機以外にも５つの項目を想定してやっているわけですが、

これがおそらく将来は保険証だとかそういった行政としてのカードにかなり広がりを持つ

のではないかなと。そういうことへの対応を考えたりしたときに住基カードがどうである

か。住基カード以外に別のカードを求めていくべきか。私としてはあまり住民の方にたく

さん持たせるというのは難しいのではないかなと思います。３，３００の自治体にそのカ

ードの管理システムなり何なりは運用費用がかなり高くつくようですのでそのようなもの

は持てない。それを標準システムとして用意をしてばらまこうという格好が今の実験の内

容になっているのではないかなと思います。 
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ちょっととりとめのないことを申しましたけれども、とりあえずこのアンケートを見て

の感想であります。 
 
不破会長： 
ありがとうございます。 
共同利用を上伊那ではされているということですが、一点、その点でお聞きしたいんで

すけれども、共同利用されている時のセキュリティというのはどうなのでしょうか。 
 
中沢委員： 
通常のコンピュータのシステムですね。そういう意味では私どもは独立した庁舎にハー

ドウェアを設置して、また市町村と結ぶ線につきましては専用回線を使っております。 
 
不破会長： 
と言うことは、各利用されている市町村でセキュリティポリシーは統一して策定をされ

ているということでしょうか。 
 
中沢委員： 
セキュリティポリシーの問題はＬＧＷＡＮの導入等が迫ってくる中で、「セキュリティ

ポリシー定めなさいよ」なんて最近非常に指導が厳しくなっているのですが、そういう意

味では今のところまだセキュリティポリシーは定めてございません。 
 
不破会長： 
わかりました。 
あとは上伊那広域では住民サービスの一環としてＩＣカードの活用を、いわば住基カー

ドを待っていたということになるのでしょうか。 
 
中沢委員： 
はい。そうですね。 

 
不破会長： 
つづきまして、再びになりますが清水委員の方からご意見をいただけますか。 

 
清水委員： 
 中沢さんのご意見を聞いて、なるほどなと。現場でそれなりにやっている方というのは

そのように見るのかっていう、まあ自分で実際やっていることの裏付けでお話をされてい

るので、そうかなと思うんですね。 
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片方で長野県あるいは全国全部その中沢さんのような方が管理されているのであれば、

あるいは違った考え方もあるのかなと思うんですが、中沢さんのご意見とこのアンケート

で答えてくださったそれぞれの各自治体の対応ですね。意識レベルというか知識レベルと

いうのか、あまりにも違いすぎるかなという気もするんですね。どこまで各自治体のレベ

ルを高めることができるのかというのが一つの課題ではあると思うんですけれども、そう

いう先を中沢さんが今実践されていることも一つのモデルとしては意識をしながらも、こ

の現状をどのように考えてどう対策をとっていかなくてはいけないのかというときに、将

来的なことではなくて目の前の問題をどう解決していくかということを考えなければいけ

ないかなというのをですね、こういうふうにできるんだなと聞きながらもですね、しかし、

かといってこの自治体の実情を見るとかなり深刻な問題があるかなと。 
今のお話でも９０％補助金ですか。そういうようなお話もありましたけれども、住基ネ

ットの管理運用というのは、ネットそのものについては国の費用はでてますけれども、各

自治体のエリアに入ってきたものについては全部自前のところでやっていかなければいけ

ないわけで、そうした時に自治体が将来メリットがあるかもしれないということについて、

しかしリスクもあるかもしれない、それもどちらも曖昧というものについてどこまで投資

をしていいものかどうか。それは公共事業の談合が問題なのは大きな無駄遣いというか、

そういう問題も含まれていると思うんですね。そういう不正が許されないというのは、そ

うした時に住基ネットを各自治体が査定をしていくときに責任を持って住民に説明できな

い。これだけのお金をかけてこういうことができますというような説明をきちんとできな

いというのがこの実情としてあるのかなと。 
だからこれがどういう風に今後発展していくのかということはそれはそれとして、小さ

いグループあるいは小さい地域でそれを研究実践していくってことは非常に意味があるこ

となんだろうと思うし、それはどんどん成長していくと思うんですけれども、それをじゃ

あそのパッケージをその周りでもやっていきましょうという広がり方は解るんだけれども、

この自前でやっていかなければいけないというところがコストの問題とメリットとの危険

性の問題。先ほど片方でメリットといいながら片方で問題だよなと。ここで矛盾してるよ

とおっしゃったんだけど、私も同じように感じたんですけれども、矛盾することをやって

はいけないんだと思うんですね。公務としては、住民に説明してこういうメリットがあり

ますといったときに、自分もそう思っているからこそ言う。それを提供して、そのために

こういうコストがかかりますという説明ができなければいけないのが、私はそうは思わな

いんだけどこうなんですよというのは従来の行政手法としてあったかもしれないけれども、

これからの行政のあり方としては、それはまずいので一致させていかなければいけない。

中沢さんのご意見というのは私は割と一致していると思うんですね。そういうふうに考え

て、こういうふうにやっていけばいい。コストの問題についてもこういうふうにできるっ

て。それは実績を持ってらっしゃるから、そういうふうに答えられているんだけれども、

今回まとめてみて思うのは、そういう技術レベル、意識レベルによっても多くの自治体が
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なっていない。それを各自治体としてどう対応するかと言うことと、長野県としてそうい

う自治体に対してどういう風な協力の仕方ができるかということを、今日、明日の問題と

して考えていかなければいけないだろうし、住民がそれに対して納得をするために、我々

の提案してやろうとしていることについて全面的に情報を公開して、それを住民が納得し

ていけるかどうか、そういうことが重要なんじゃないかなというふうに感じています。 
個々の項目についてはあまりにもいろいろあるので、改めてちゃんと報告書はまとめた

いと思うんですけれども、こういう実態というのを県民の方にもよく解っていただいて、

その上でこの制度をどういうふうに成長させていくのか、どういうふうにしていくのかと

いうことを県民も交えて意見を交換していかなければいけないだろうし、それと並行して、

このアンケートの中でそのいくつかの自治体についてはですね、私はもっと詳しく聴いて

いった方がいい。それには上伊那の中沢さんの手前味噌のところでですね、是非現場に行

ってですね、詳しくレクしていただいたりですね。それから非常に積極的に取り組んでい

る自治体、それに困っているという自治体とかですね、そういうところを更に詳しく調査

をした方がいいのかなというふうに、私は本当にこれを読みながら実感をしていました。 
 
不破会長: 
 ありがとうございました。 
 今のお話、市町村の技術レベル、意識レベルは正に色々なレベルがあるのではないかと

いうことと、最後に提起されましたのは市町村により詳しい調査に行く必要があるのでは

ないかということだったと思います。 
 それでは佐藤委員いかがですか。 
 
佐藤委員: 
 個人的には行政システムには素人なんですけれど、今回のアンケートの結果をですね、

私なりに少し整理をさせてもらいましたので感想を報告したいと思いますけれども、かな

りマクロな感想を申し上げます。 
 基本的にこの審議会はですね、セキュリティとか個人情報保護とか、そういう安全面を

どうするかというようなところに視点をおいた審議会だと認識しているんですけれども、

このアンケートを拝見しますと、実はそれ以前の問題で、この住基ネットシステムそのも

のに対する存在の意義ですとかですね、はたしてこれでいいのかという仕掛けの問題とい

いますか、そちらのほうに少し個人的には疑問が出てまいりました。 
少しその経過を申し上げますけれども、少なくともこのアンケート、現状においてのシ

ステムの内容をベースとした回答をいただいてますけれども、現状においては少なくとも

市町村はですね、このアンケートを一言でいうと、自分たちの行政の費用負担は大きいと、

しかしながら市町村事務の効率化にはなっていない。むしろ事務量も増えている。 
一方、住民票の広域交付というのはメリットがこれから始まるわけですけれども、どう
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もそんなに出るものではない、怪しいものだと。 
それから住民にとってのメリットもですね、多少問１、２にもあるんですが、基本的に

メリットは少ないという判定だったと思います。 
したがって各市町村単位に考えますと、現状においてはいいものはない。一方、国レベ

ルからしますと、色々な行政機関で本人確認情報を使うというこの有効利用がでてきます

ね。あるいは場合によっては、もうちょっと言葉を強くしていえば、国民の総背番号制管

理というような道が開けてくるという可能性があるわけです。ですから非常に荒っぽい言

葉で申し上げますと、住民票の広域交付サービスをするんだという大義名分のもとで、国

による個人情報の統合管理ということにつながってくるようなそういう危惧もある。した

がって、このシステムのそもそも論がでてきても、なるほどいたしかたないのかなという

ような、まず第一印象でございます。 
 現状はそういうことで、ほとんど活用の実態が少ないわけですけれども、これから夏に

かけて第二次稼働になるといった場合に、その時に住民や自治体にとってどういうメリッ

トがでてくるんだろうということを少し推測したいと思いますけれども、うたい文句にな

っているのは住基カードですね。住基カードを使うことによって住民サービスが向上され

ると、あるいは行政事務の効率化が図れるんだということですが、これは出てみないと解

らないんですけれども、メリットに対してリスクとかコストの相対的な比較ですから、こ

れをやっぱり推測ではなくて実態としてどうかという、この点をもう少し議論したいと思

いますが、今少なくとも推定されるのは行政事務の効率化がされるだろうと。住基カード

そのものによってメリットがでてくるという回答はこのアンケートでは７％です。したが

って、ほとんど行政サイドとしては住基カードによって事務処理の効率化っていうのは進

まないであろうということを推定されていますね。 
効率化というよりも新たに住基カードを独自にですね使っていくということがこれから

考えていかなくてはいけない問題なんですけど、このアンケートでそれぞれ活用方法をみ

ますと、住民票とか印鑑証明等のですね自動交付ぐらいしか今のところアイデアとしてで

ておりませんね。今初めて中沢委員のほうから時間外の自動交付という活用方法があるん

だということを伺いました。これは確かにそういう意味において一つのメリットはあると

思いますが、一般的に考えますと個人的に何回役所に行ってその自動交付をするんだろう、

機械の前にいって出すんだろうかと考えると、同じカードでも銀行に行ってお金を払うの

とはちょっと次元が違う問題ではないかと。つまり、そこにカードまで必要になるのかど

うかという疑問がある。つまり、多少はメリットがあるけれども、それとのコストとリス

クの問題というのを、これはもう少し考えなければ多少メリットがあっても、だからよし

というわけにはいかないんじゃないかということになります。 
それに対して国自体がですね、基本的にどのような活用方法を考えているのかというの

で、今日の資料でもあったので少しいくつかでてきますけれども、どうもちょっとピンと

こないものですから、いろんなその本人証明、本人の確認をそのカードでもって行うんだ
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と言うんですが、在宅でやるのなら別なんですが、役所まで出掛けていって本人の証明を

するためにカードを出すか運転免許証を出すかですね。住民票の場合、印鑑証明とかハン

コを持っていけばいいんですけれども、その時のそれだけの本人確認の省略化というだけ

では有効性には乏しいのではないかというような気がします。 
それではということで次に、このカードを民間で色々な事業に使いましょうというアイ

デアが出てくるわけですね。その場合に問題なのはですね、おそらく民間がそれをまず使

うと、例えばバスの切符の代わりにこれが使えるとかそういう活用事例はあるんですけれ

ども、制限とか歯止めとかですね、そういうことをどこまでのところまでの活用を許すか

という議論が全然されていないわけですから、そこのところは今後もう少しですね、民間

がそれをどう使うかというところに対してはちゃんと議論していってこのカードをいかに

使うかと。しかも、そのいわゆるリスクなく使える方式はないのかということを考えてい

く必要があるんだろうという風に感じました。 
 それで、あと、長くて恐縮ですけれども、第二次稼働ということで住基カードがでてく

る。それから、あとは、もっとマクロに言うと、電子政府とか電子自治体という世界にな

ってきたときにインフラになるんだというようなお話があります。これは非常に漠とした

ものですけれども、では電子自治体とか電子政府の中身って何ですかということをですね、

どうもまだ完璧に理解できておりません。したがって、それぞれの行政機関が OA 化をす

るとか電子化をして情報を共有する。あるいは住民に対して情報発信をする。そういう意

味においては非常に結構なことだと思いますけども、その時に個人情報の管理のですねカ

ードがどこまでそこに必要になってくるのか、それをどう組み合わせるのかというところ

に対して、漠然とした電子政府、電子自治体の時代になるから、みんな IC カードを使った

ですね、個人カードを持って、用意をして、それをうまく活用すべきだというのは、ちょ

っと理論的にはですね、もう少し詰めないと説明不足ではないかという感じがしておりま

す。 
 それから、ちょっと話が変わりまして３つ目で、財政的に非常に各自治体厳しい中でこ

れを自治体の予算でやっているわけですが、費用負担と責任という観点からすると、実態

としては法定受託事務で、しかも国のほうからはある程度はシステムの内容は一方的に押

し付けられている。しかもメリットが冒頭申し上げましたとおり国の行政機関の関係する

ところにあるということですから、そうなるとコストに関しては、それを各自治体が負担

するというより、むしろメリットを享受できる国のほうがコストを負担すべきもの、そう

いう性格のものではないかと。ところが、その名前がいわゆる自治事務というような表現

になった扱いになっているためにですね、自治体の責任だと。だからお金も自治体だと。

ここに少し捻れがあるのではないかという気がします。もし自治事務であるということで

あるならば、このシステムをどういうふうに事務処理していくか、どういうふうに運営し

ていくか。あるいはですね、自らの住民の情報を外に対してどう出すかに関しては、本来

その責任を持っているのは自治体だとすれば、自治体にその裁量権があってもいいはずな
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んですけれども、そういうところがですね、まだその自治体としての自らの主張をされて

いるところは今のところ全国で６市町村ということですから、このあたりのところを各自

治体がですね、それぞれの自分の責任においてどういうふうにこのシステムをですね維持

していくかに関しては、もう少し問題意識を持つ必要があるんだろうと思います。実は問

題意識を持っているんだけれども、表に出しきれてないというそういう状況かもしれませ

んけども、どうもその捻れ、つまり自治事務だということと法定受託事務だというところ

の捻れが逆にうまく国のほうから使われてて、現場のほうが混乱しているんではないかと

いう印象を受けました。 
これは非常にマクロな話なんですが、色々文句を言っても仕方がないわけでありまして、

そうはいっても現実に動いているものに対して、今これから我々はどうやっていけば最大

限の個人情報保護が図れるかという方策をいろいろ考えていかなければいけないわけであ

ります。これはまあアンケートから少し逸脱しているかもしれませんが、個人的な意見を

申し上げますと、自分の情報が自分の外に行った情報に対しては、行政は責任を持てない

ということですから、どうするかっていったら、その情報がどこにいっていますか、誰が

使っていますか、それをちゃんと把握してください、そしてそれを我々に報告してくださ

いということを正式に国に対して要求するということ、そういうことがまず第一歩だと思

います。 
特に外部の行政関係の利用が９３事務から２６４事務に拡大しているわけです。これが

今後どう拡大していくかわからない。何百とういう組織がですね、実はですね、コピーを

みな自分で抱えるような時代になってくると、これはもう管理ができない、どこかで一箇

所穴があくと全部にその情報が漏洩するという非常に大きな問題を持っていますから、自

分の権限が及ばないところで、その情報がどう使われているか、少なくともそれをトレー

スするという権利は情報を持っている自治体にあるわけですから、それを主張するという

ことを声を大きくして、皆で言わなければいけないと思います。 
それかある自治体ではすでに、これは新聞報道ですから、私は個人的にあまり詳しくは

ありませんが、アクセスログをきちんと保存して、管理をするという仕掛けを自治体独自

で作られているということで、視察も多く出ているという記事もありました。ですからそ

ういうものを長野県内もですね、参考にできることもあればそういう事例をですね、マス

ターしてですね、そういうところに導入するような対応をするべきだと思います。 
それからシステムを各自治体が自分で全部運用管理できない。先ほどの吉田委員のとお

り、実は出入りの業者にほとんど任せてしまっている。こういった実態があるわけですけ

れども、その業者がどのくらいのセキュリティ体制をとっているかということが実は、わ

かっているからいいよというわけでは責任は免れないわけで、したがって委託先の会社の

力量なりセキュリティ体制なりということを監査といいますか、チェックする機関、仕掛

けそういうものを持っていないと、そこでブラックボックスになっちゃったらあとは下請

けの孫受けみたいになって、実はっていう話になりかねない。そこのところは行政の皆さ
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ん方が積極的に委託先のところをですね、内容をチェックできる。各市町村の人が、無理

であれば、なんらかのもっとセキュリティの専門家ですとか組織が、それをチェックでき

る仕掛けをもっていく必要があるという風に思います。あとはいくつかありますが、簡単

に申し上げますと、住民に対する説明がされてないということですから、ある意味ではち

ゃんと説明すれば不安も解消するんでしょうけれど、なかなかそういう機会が少ないとい

うことでありますから、今後二次稼動になるわけですから､説明をちゃんとしてですね、内

容について末端まで広報活動をして、理解してもらうということをする必要は最低限ある

だろうと思います。 
最後は基本的に結論めいたことになりますけれど、自治事務という運用を前提にするの

であれば、最終責任はその自治体にあるわけですから、その自治体が自らの住民の個人情

報を守るんであると、それが担保されなければ住基ネットに本来つなぐべきでない、ただ

し、いきなり切るわけにはいかないわけですから、そのあたりがどこまで安全なのか守れ

るのか、どこまで守れるのか、どういう場合には自分の所の情報が守れないと、したがっ

て最後の手段をとるんだと基準とか考え方とかそれを条例化していくことをやっていって

リスクヘッジをしていく、そういう仕掛けを考えていったほうがいいのではないかという

ふうに感じました。 
 
不破会長: 
ありがとうございます。非常に詳細にアンケートの分析をしていただいて、理論を構築

していただいたということと、個人情報保護ということに関して具体的な例示をいくつか

いただきました。それでは最後になりましたけど桜井委員のほうからお願いします。 
 
桜井委員: 
いまお話を伺っていまして､私が付け加えることはあまり無いんですけれども､アンケー

ト調査を見ての感想から少し申し上げたいと思います。たとえば問４を見ましたらですね、

さっきも清水さんがご説明なさいましたけれども、１１２の市町村の中で住基ネット運用

に一番詳しいのは担当職員であるという答えでした。問７を見ますとですね住基ネットの

機器の仕様書の内容は誰が作成しているのですかというので、これは全部メーカーの方で

あるという回答が１１２団体のなかの１０９団体でございました。担当職員は非常に詳し

いといいながらも、仕様書まで手がまわらないといいますか、それはメーカー任せになっ

ていて、実態として自治体のなかで一番詳しい人が、本当にどのような仕組みでそれが機

能するかということにタッチしていないということがここから見えてきます。 
それから問９を見ますと、外部のところに、ほとんどすべてを頼っている同じような傾

向がここにでているわけです。ここまで見ますと私が思い出すのが、道路公団関係のこと

なんですね、道路関係４公団で約４０兆円の借財を抱えて事実上破綻をしております。こ

れは私たち国民の負担となって将来にわたって私たちがずっと払っていかなければならな



 - 18 - 

いわけですけれども、道路公団で何が起きたかというと、こういう規格の道路を作ります

という基本計画を道路公団の技術系の人たちがもはや作ることができない状況に陥ってい

る。これはゼネコンからのコンサルといわれる人たち、技術陣がご奉仕にいきまして、こ

ういう仕様でどうでしょうかと、こういう規格でどうでしょうかと、お金はこのくらいか

かりますけど、世界一高い価格でですね、道路建設を請け負いまして、不必要な橋まで何

本も造るという、今の４０兆の借金になっているわけですね。道路公団関係は非常に多く

の技術陣を抱えているんですよ。本当に優秀な人たちが入っているわけですが、彼らはも

う規格を自分達でつくれない、彼ら自身が認めていますね。この住基ネットとすごく似て

いる気がするんですよ。担当職員が一番よく知っていますといいながらも、全部外部のメ

ーカー任せですね。道路関係４公団でなにが起きましたか。私たちは４０兆のお金を失い

ました。 
この住基ネットで何が起きるか、お金を失うと同時に個人情報を失います。へたをする

とこの住基ネットの仕組みを使って他の多くの情報が処理されるようになります。たとえ

ば兵庫県がですね、この住基ネットの番号を納税目的で使いましょうと、これは県の条例

でできるわけですね。県や地方自治体が条例でこのようなことに使いますよと定めれば、

これは現在の住基ネット法によりますとこれは違法ではない、法的にはどうぞといわなけ

ればならない。私が思うにはこの住基法というのは、用途を拡大させる余地を意図的に残

した意図的に作った法律だと思います。地方自治体が何にでも使ってくれるのを中央省庁

は、総務省は待っている。さっき佐藤さんのほうからもご指摘がございました９３事務の

はずだったのか１７１事務増えて２６４事務になった。それがどこまで増えるかわからな

い。総務省の人たちは１万８００あるすべての事務に使いたいとプライベートには言って

いるわけですから、いずれそういう方向に行くと思うんですね、そうしましたらこの住基

ネットのなかに入った情報というのは、お金と共にどこかに取られてしまう。お金を取ら

れるということは、無駄なお金を使うという意味で、私たちはお金を失います。 
そしてこのネットの中に全国３，３００弱の自治体のどこからでも入り込めば、情報は

取られてしまうかもしれません。このネットに入り込まなくても、いくらでも情報を盗め

ますよという具体的な事例が、この前の福島県の岩代町というんでしょうかね、あそこの

バックアップデータのテープが取られてしまいましたね。私たちは住基ネットというコン

ピューターの仕組みのなかに個人情報は入っているんだというイメージでとらえています

けれども、そこに働く何万という人、何千ではありません、何万の人たちが、業者の人た

ちが、ディスクをつくって、それを自分達で持ち歩いている現実があった。しかもそれが

取られてしまったというのが、あの事件で分かったわけですから、そのセキュリティのお

ぞましさというものを考えたときに、まさに佐藤さんが、これは矛盾した仕組みなんだと、

私は矛盾した仕組みで、国民に対し背信した仕組みだというふうに感じるくらいの危機感

を抱いております。 
ですから私たちがすべきことは、本当に各自治体がどういうセキュリティシステムをも
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ってきて、そこにアクセスできる人は誰なのか、吉田委員がおっしゃいました、出入りの

コンピューター業者はほとんど顔パスで入ることができる。この人をどうやって確認する

のか、もしかして富士通とか東芝の制服を着た人がですね、そのふりをして入って来ると

きは、職員の人はチェックしないわけです。いまそのチェックシステムというのはできて

ないわけですから、穴だらけの仕組みなんだろうという感じがします。その穴だらけの仕

組みである、それに対する不安を感じていますよという長野県下の市町村の不安というの

がここによくでているのは、一番後ろにあるその自由意見を表現してくださいというとこ

ろを見るとですね、安心だなんて書いている人は一人もいなくてですね、非常に不安であ

ると、職員は異動があれば替わってしまうし、そのデメリットばかりであると、電子政府

が目指しているものが全然分からない、自分達は法律によってやらされているんだという

ことが、ここまではっきりと自由意見としてお書きになったということはそうとうだと思

うんです。ここに書いている自由意見というのは１００％の自由意見ではない。まだ遠慮

して書いていると。なぜならば、もちろん秘密は守りますといっても、どういう風に使わ

れるか分からないということがあるに違いないと思いますから、ここに表された実態は非

常に強い警告を与えると同時に、私たちはもっと深刻な警告がこの裏に更にあるんだとい

う認識でこの住基ネットのことを考えなければならないと思います。 
 
不破会長: 
ありがとうございました。最後のご指摘にあったわけですけれども、このアンケートを

とるに当たって、各市町村がどのくらいアンケートの集計について我々を信じてくださっ

たのかというご指摘がございましたので、ここでもう一度確認をしたいところであります

けれども、アンケートにつきましては、我々審議会のなかでだけ閲覧をする。外部に対し

ては集計をとった各市町村の名前が出ないものだけを出していく。特に市町村からは名前

を出してもらっては困ると回答のある市町村がかなりありますので、そういうところにつ

いては特に市町村名が出ないように注意をもって我々のほうで、データは管理するという

ことをもう一度この場で確認をさせていただきたいと思います。それから櫻井委員の意見

はまず市町村がメーカー任せになっている。それによってお金を失うとともに個人のプラ

イバシーを失う、それとセキュリティーシステムにたいへんな問題が生じている。アンケ

ートについてもさらに調査が必要であるというご指摘だと思います。市町村については清

水委員からもご指摘がありましたが、今後我々のほうで実際に市町村のほうへ伺いたいと、

この場で私のほうから提案をさせていただきたいと思います。調査につきましては各市町

村の意向というのもありますので、非公開で我々委員と事務局として市町村課のほうでア

ポイントをとっていただく等の事務をお願いするとして、調査はすべて非公開で調査をさ

せていただく、ただし、集計した結果についてはすべて公開をしていくということで、こ

れから更なる調査をさせていただきたいと思います。これは私からの提案です。それにつ

きまして、それからもう一度各委員からご意見をいただき、各委員のご意見を踏まえたう
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えで、また更なる調査という私からの提案も踏まえたうえでご意見を伺いたい。吉田委員

から、櫻井委員の方からありましたセキュリティについて、それから福島県であった事件

を踏まえてお話いただけませんか。 
 
吉田委員: 
現場でのデータの扱いをですね調査する必要があるなと思います。現場のデータという

のはですね磁気テープ・CD－ROM のようなもの、これで担当のメーカーさんの方がです

ねバックアップにとりそれを定期的にメンテナンスをすると、このときに自治体の担当者

の方が立会いをしているのかどうか、複数のコピーをとってそれを持ち出しているのかど

うか等々、データの扱いについて興味を持っております。今行われていることと、未来に

住基ネットがどういうふうに活用されていくのかというお話が、私は一緒になっていると

思っていて、問５のその他にもありますけれども、「今のところメリットは少ないが、電子

政府自治体の運用が開始になれば、かなりメリットは大きくなると思われる」、という話は

よくわかるんですけれども、いまやらなければいけない、今の運用がどうなっているのか

を知って､今の運用の問題点を、今潰しておかなければ大変なことになる。 
なぜ大変になるかというと、たとえば私は昔銀行員をしていまして、お金を集金に行き

ますと、無造作にお金を渡してくれます。どこの誰か分かっている人にはお金を預けてく

れる。同じようにデータが磁気テープになって、メーカーさんにお渡しされているわけな

んですけれども、これは命に関わる問題だと思うんですね。銀行は１千万預かれば、１千

万弁償すれば済む話なんですけれども、人のデータというのは命に関わるものだと考えて

おります。米国では米国陸軍の兵隊さんの血液型をですね改ざんされたという裁判記録も

残っております。これがもし戦争状態のなかで行われているとすればですね、大変なこと

になっていただろうと思いますし、オーストラリアではですね病院のカルテがですね改ざ

んされていることで、実際に人が死んでいるんですね、これは事実です。データはサイバ

ーテロ、人を殺すことができるんですね。これは今しっかりと考えておかないと、後から

問題が起こってから考えるということにはならないと思うんです。なんとか士気を高めて

そのデータの取り扱いをどうしたらよいか、教育も必要となってくると思うし、それに対

する認識を深めるためのコストもかなり大きく影響がでてくるのではないかと思っていま

す。 
地方はですね、うまくこういう形でやっておけば国からお金が来るからと、これは自分

達でお金を出さなくっていいという話で、そういったお話をよく聞くんですけれども、き

っとそうではなくて、日本の国民皆に直接に最終的には降りかかってくる問題であって、

地方とか国とかの単位ではなくて、本当にデータになってしまうことによるメリットです

ね、はっきりしたものがどこにあるのかということを認識として高めていくという努力が

求められてしまうのかなあと考えています。先週よその国では、たとえば韓国では貴重な

ＳＱＬというデータベースですねトラフィックがぱんぱんになったということで、データ
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通信が不能になりましたというお話がありましたけれども、実態としては、あれは政府関

係にも繋がっていて、韓国という国はブロードバンド化が非常に進んでいてですね、光フ

ァイバーが大変短い距離でたくさん張り巡らされている。よって事態は深刻化したわけで

すけれども、日本の場合はどうかというとですね、今各省庁でですねインターネット経由

で霞ヶ関ＷＡＮに入れるという仕組みが各省庁単位でたくさんでています。私も一つプロ

ジェクトに関わっているんですけれども、今私の前にあるノートパソコン一つあればです

ね、現実には霞ヶ関ＷＡＮに入る仕組みができるんですね、こうなってしまうとですね住

基ネットだけではなくて、ありとあらゆるデータ化された国民のデータを、ある特定の職

員の単位で読み出すことができる現実がくることになります。このときに後から問題が起

こってから手を打てばいいということではですね、救いきれない問題が起こってくるんだ

と思います。政府が作った環境で国民の命が危険にさらされるようなものであるならば、

今芽を絶たないと駄目だろうと、それに必要な実態を今詳しく知りたいなと思います。 
 
不破会長: 
それでは中澤委員いかがでしょうか。 

 
中澤委員: 
調査する項目ということでよろしいですね。私はですね、住基ネット以外の既存のシス

テムを運用したときに色々なセキュリティを定めていたと思いますけれども、そういった

ものと、住基ネット稼動に伴って作ったもの、それを比較しながら見られるような資料が

一つあるといいかなと思います。それからもう一つ、住基ネットにしろＬＧＷＡＮにしろ

非常に厳しいファシリティ条件が出されている。私どものところも現実問題として、あれ

をクリアするような重要機能機器設置室というような状態にはなっていません。これから

１５年度の予算でやりたいと思っています。といいますのも、これ自体は昨年の６月１１

日ですか、総務省から技術的指針がでていますが、その時点ですぐ間に合うものではない

ので、１５年度予算でやろうと思っていますが、その部屋の、他の市町村でも苦労なさっ

ていると思いますが､実際どの程度の整備がなされているのか、或いは整備予定なのかとい

う当たりを聞いていただければいいかなと思います。それから長野県の場合は民間会社に

委託されて、データもそちらのほうがかなり持っているということがかなりありますので、

そういった実態をお聞きするのがいいんじゃないかと思います。 
 
不破会長: 
清水委員いかがでしょうか。 

 
清水委員: 
意見交換ということになりますと、コンピュータ機器を使うということは、大変有意義
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なことだと思うんですけど、なんでこんな使い方になってしまうのかなと、なんでこの住

基ネットのようにですね、この非効率的な作り方をするのかなと疑問で、例えば上伊那な

ら上伊那というエリアで有意義な、使う必要があるから成長していくというのであればわ

かるんですけれども、各自治体がどういうネットワークを作りたいのか、積極的に住基ネ

ットを成長させるということは、各自治体ではできないわけですね。これは、仕様書にし

ても先ほど言われたようにオリジナルで作ることはできなくて、総務省なり、地方自治情

報センターのほうから、これでやりなさいということを決められて、Ｗｉｎｄｏｗｓなん

ていうのを採用したのも冗談じゃないよと思っている自治体も相当あるはずなのに、それ

でなければいけないとなってしまっているので、本来であれば、各自治体の力量で違った

もっと良いものができるはずなので、これからの調査については、住基ネットについてど

ういう問題点があるのかと併せて、どういうものなら作りたいかをですね、そういうもの

があればそういった話も聞きたい。 
我々のこういった会議というのは、確かに住基ネットの会議ではありますが、単にその

仕組みの良し悪しだけではなくて、先を先導するようなものを出していったほうが自治体

にとっても役に立つかな、これが良いこれが悪いではなくて、自治体が作りたいものにつ

いて、我々も協力できる面があるのではないかと、やはり現場で担当職員や課長あたりく

らいまでは相当話し込ませていただいて、今まで出ているデータやアンケートだけではな

くて、いろんなところで出ているアンケート、或いはコメントには出ていないような細か

いところまで聞き込んで、今のレベルでこういう事ができる、こういうところまでやらな

ければならない、市町村にとって意味のある、彼らにとって我々と関わることがプラスに

なるような形の調査を行いたいと思うんですね。それと住基ネットから離れるかもしれな

いんですが、行政のなかでネットワークを使っていくということはですね、従来の人事と

かですね、意思決定過程というのは全然変わってしまうと思っているんですよ。もっとい

い仕組みになっていくもだと思うですけれども、自治体の中での庁内ＬＡＮの使い方なり、

位置付けなりですね、意思決定過程の人事の変化というものが取組みがされているんです

かね。それはそれ、違うんでしょうかね。私はものすごく変わっていく要素がある仕組み

だと思うんですね。これは中澤さんに聞けるのかなと思うんですがいかがですか。 
 
中澤委員: 
私どもは、庁内の情報系のネットワークといいますか、そういったものは扱っていませ

ん。それ自体は個々の自治体で整備しております。私は市町村の実態は掴んでおりません。 
私どもで扱っているものは、あくまでも基幹業務の情報ということです。 
状況は各市町村によってずいぶん違うと思います。 

 
不破会長: 
それでは次に、佐藤委員いかがでしょうか。 
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佐藤委員: 
先ほども申し上げましたので簡単に申し上げますが、アンケートとしては、相当なもの

だと思います。生の声をもう少し継続してですね聞きたい。不安と思っている内容に関し

てその項目をもう少し分析をすると、以外とこのシステムの運用上の問題というのが、浮

き彫りになってくるんじゃないかという気がします。住基ネットそのものはベースとして

住民オンラインというのがあって、基本的には各自治体が個別に運営していて、そこから

データを出して国・県に上げるという仕組みですから、その元となる住民オンラインのシ

ステムが、どの程度セキュリティないし信頼性、どういう運用をしているかということも、

せっかく現場にいきますから、そのあたりも実態を把握したい、そこから場合によっては

運用の問題が出てくる可能性があるわけですね。それはもう何年も運営されてきているわ

けですけれども、大本はそこにデータがあるわけですから、必ずしもそこから連携する部

分だけで、いわゆるセキュリティホールがあるわけではないわけで、そこのところも万全

なら万全でいいわけですけれども、少し興味があるところです。 
ネットワーク全体に関しては、いま行政のなかで、いろんなネットワークがあると、住

基ネットだけじゃなくて、まあ将来的にはＬＧＷＡＮもでてくる。情報系も、ある場合に

よっては、会計の問題もある。特に霞ヶ関を中心としたなかで、縦割りでいろいろな系列

のネットワークもでてくる。それに対して各行政が、市町村単位でどういうネットワーク

を作ればいいのかという問題も非常に大きな問題。これは住基ネット固有の問題ではない

わけですが、それをコストを下げる、データを有効活用する、という名目で統合するとい

う考え方もある。今のところ私は個人的には反対でありまして、住基ネットと絶対分けて

おくべきであろうという気はしております。 
そのときにその手のネットワークはどうありますか、その手のネットワークのところに

も関連する住民情報は入っていませんか、住基ネットはちゃんと守ったと、重要レーンの

ところから実は情報系としてデータが抽出されて、それが違う情報系のところにもどんど

ん入っていて、そこが実は役場のなかにあるどの端末でも照会できてしまうような環境は

ないのでしょうか。というようなそういうネットワークをですね、現場に行けばある程度

見えるのではないかということで、住基ネットを視点にはしますが、そもそもベースとな

るオンラインシステムはどうですか、それからそれを取り巻く他のネットワークとの連携

においてデータはどう流れますかというあたりのところの現場を少し見させてもらいたい

と思っています。 
 
不破会長: 
私も、オンラインシステムについては非常に調べたいことがありまして、例えばアクセ

スログがきちんととられているから安心かというとそうではなくて、例えばＡさんの情報

がどこかで漏れていたようだと分かったときに、アクセスログを見れば、たとえばＡさん
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の情報を１万人の人がアクセスしていたと、正規の職員の方が１万回アクセスしていたと

いうことは、容疑者が１万人いるということがわかるだけであって、それ以外の何者でも

ないというのが今のアクセスログ、まして外部の業者にそのデータが出ているのであれば、

そこから先は全くログは取れないということですので、そのあたりは是非とも私も調査し

たいと思っております。櫻井委員いかがでしょうか。 
 
櫻井委員: 
自由意見のところを見てみますとですね、現在の業務形態でも十分であると考えるとい

う意見などが表現されておりまして、だからといってすぐそのとおりということはないん

ですけれども、このシステムそのものがですね、今よりも良い状況に私たちの情報生活を

もっていってくれるかというと、かならずしもそうではないということが随所に現れてい

るわけですね。私はこの事務が自治事務であることを知らなかった人が約４割もいるとい

うことを含めて、本当に地方自治体が、このシステムのなかに入っていたいのかどうか、

というのはですね、すごく遠慮した書き方ですけれども、入っていたくないというのがす

ごく滲んでいるように思いますので、今、国会のなかでも地方自治体の選択性というもの

を考えたらどうかというものが非常に少数ですけれども出てきつつあるわけですね。この

住基ネットに加わるのか加わらないのか、地方自治体ごとに決められるようにしましょう

という一種の修正案を出しましょうという動きがございます。ただ、これに対しては、締

め付けが非常に厳しいですから、修正案が議員立法の形ででるかどうか私はわからないと

思うんですけれども、せっかくの調査ですから、もしそのような選択性になったらあなた

のところはどうしますかというのを是非聞いてほしいと思うんですね。そうなるかどうか

わからないんですけれども、もし選択性になったときにどうなさいますかということを是

非聞いていただきたいというふうに思います。 
日本全体のあり方が、さっき吉田さんが、各省庁がインターネット経由で結べるように

なりつつあるというのは、これ、あほとちゃうかと実は私は思うんですね、こんな国ない

ですよね。おそらく日本が初めてじゃないかと思うんですけれども、インターネット経由

で各省庁の連絡ができる。つまり情報の受渡しができる。どういう事故が起きるかもわか

らないし、しかも日本が使っているのは、Ｗｉｎｄｏｗｓの機種でございますから、これ

は日本人の個人情報だけではなくてですね、防衛情報ですとか金融情報とかですね、あり

とあらゆる情報が取られてしまう。取ってくださいといわんばかりのことで、こんな国家

が考えて、それを地方自治体に押し付けてですね、この住基ネットというのは自治体なら

ば絶対拒否してもよいと思っているんですね。こういう実態をきちんと地方の方たちに説

明したうえで、こういう脆弱性を内包した脆弱性の真っ只中にあるシステムなんだけれど

も、それでもいいですかということを是非聞いてほしいと思います。 
 
清水委員: 
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先ほど吉田さんが韓国の話をしてくれたんですけれども、新聞の記事にも出ているよう

にウイルスではなくてワームなんですよね。報道では、その後１日半で修復しましたとい

う。問題が解決したかのような報道のされ方をしているんですけれども、そうではないん

じゃないかということを、今日来る間にですね吉田さんから話を聞きまして、ここで披露

してもらったほうがいいんじゃないかと思うんですが。 
 
吉田委員: 
ＣＮＮのニュースではかなり詳しくでていたんですけれども、政府系のネットワークに

も結構つながっていたと、それからウイルスではなくてワームであると、ワームというの

は何かといいますと自己増殖をして、ある特定のトリガーに対するものを、プログラムを

走らせることができることですね。ウイルスというのはただ単に感染するだけ、自分のコ

ンピュータが、データを消されたり或いはデータを改ざんされたりするだけですね。ワー

ムは自己増殖をします。かつ、ある特定のプログラムを実行することができます。つまり

感染したサーバのなかのデータを外に持ち出すことが可能になる。韓国のほうではですね、

自らも調査をしていますけれども、米国のＮＳＡというのがあるんですね、ナショナルセ

キュリティエージェンシー。彼らも実は調査をし始めている。実はこれは韓国で起こった

ことかもしれないけれども、米国でもあるかもしれない。そういうことはとても重要なポ

イントになるかもしれない。さっきお話しましたけれども、日本政府もインターネット経

由で接続を許すようになっている。日本は本当に大丈夫だったのかということだと思いま

す。まずは、韓国の実態も調べる必要があるなあと私は考えています。 
 
櫻井委員: 
 そういう意味でですね、私はこの審議会でできるかどうかわからないんですが、韓国で

起きたことは、決してこの住基ネットに無関係ではない。韓国まで調査に行くことができ

るかわからないんですが､とても大切なポイントだと私は考えております。 
 
不破会長: 
今回の週末のワームの騒ぎは、韓国だけで起きたわけではなくて、日本でも起きて、実

際私の勤め先の大学も攻撃の対象になって大混乱をいたしましたので、対岸の火事ではな

いと思います。それでは皆さんのご意見が一巡いたしましたので、一度ここで県のほうの

ご意見も少しいただきたいと思うんですけれども、前回の審議会において、県のほうでも

いろいろな問合せが、各市町村から来ているというお話もありましたし、それも踏まえて、

このアンケート結果をどのようにお感じになったかというのをお話いただけませんか。 
 
山本市町村課長: 
市町村課長の山本でございます。調査結果を拝見いたしまして、私どもの方にも色々と
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電話等いただいたものもあったわけですが、実際内容等を吟味してみて、今回たくさんデ

ータを見させていただいて、また生の声を聞くのは大事なことだなと、また調査をしてい

ただき、またまとめていただきまして感謝を申し上げたいと思います。市町村の皆様の生

の声、先ほど会長さんがおっしゃられたように、完全ではないかもしれないと思われます

が、生の声が反映されているというふうに考えております。そういったことで、こちらに

書いたことが大事だと思います。 
私どもの考えといたしましては、市町村の担当者の皆様との連携をさらに深めていかな

ければいけないというふうに考えております。個々にはセキュリティの不安ですとか､事務

の負担が多いですとか、メリットが感じられないとか、国･県の説明が足りないとか、小規

模の町村の実態をわかってほしいというような切実な厳しいご意見がございまして、県も

今後ともできる仕事はしていかなければいけないと考えております。こうした自治体の声

も聞かせていただきましたので、いろんな機会を通じましてこういった声をフィードバッ

クしながら、本日公表になりますので、会長さんの名前で各市町村のほうにはすぐにお送

りしたいと思いますがよろしいでしょうか。ホームページに載せるといったような形をと

りまして、また、調査結果を送りまして、それに対してのご意見ですとか感想とかを市町

村課へ出していただく。そういったこともよろしいかなと思っております。 
県として、考えられる対策というのを市町村と一緒に考えていきたいと思いますし、国

とか指定情報処理機関のほうへ、言うべきことがありましたらお伝えするというような対

応を、市町村担当者、また、住民の皆様の不安を少しでも解消するように話していきたい

と思っております。具体的には住基システムの事務を研究していく市町村の集まりのほう

に、積極的に顔を出したり、また住民と話し合いまして、情報のフィードバックですとか

要望や意見に対する回答、それから時期をみまして事務についての説明会ですとか、勉強

会こういったことをやりまして、顔の見える関係のなかでやっていきたいと考えています。 
 
田中知事: 
住基ネットを理解している首長は、１２０市町村のなかの一人が答えているだけですか

ら、私も或いは１１９団体のほうにいれるのではないかという気がしないでもありません

が、議論を聞いていて、あらためて思いましたのは、非常にこの問題がですね、こういう

言い方をすると失礼にあたるかもしれませんが、正に市民という個人を守ると、それを阻

害するものと良い意味で戦う共和党的な櫻井よしこさんと、個人の市民を守るといいなが

ら日本では民主党的な私が同じような考えをもつというところに面白さを感じます。ただ

国家権力というのは管理するというのが、本来仕事だといえるわけなんですね。どうもこ

の住基の問題というのは管理をされるのがいやだという意見があるんですけど、これでは

古い市民運動の域を出ないんじゃないかと。ただ、管理をすると胸を張る以上は、保護す

るということがあってこそ管理をする意味がかろうじてあるわけでして、その意味では先

ほどの吉田さんや櫻井さんのお話のような霞ヶ関ＷＡＮや、或いは国家防衛機密と、本来
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国がやることは、外交と防衛ぐらいでございましょうけれども、そこまで容易に入れてし

まうということに、これは威張りとしての管理だけで本来の責務であるところの保護とい

うところに達していないのではないかという気がするんですね。 
ただ私はこうした２２０万県民の県知事を務めていますから、その人間として、このア

ンケート調査を見て感じたことは、私たちは税金を頂戴して仕事をしていますので、良い

意味で税の執行が効率的、効率的というのではサービス低下ではなくてですね、そのいた

だいた税に見合うだけの利便であったり、幸せというのをもたらさなければいけないとい

うことです。その点ではこの１１２の市町村のうちの１０２の市町村の担当者の方が自体

体にとって負担の割にメリットが少ないと答えてらっしゃるということです。現行のなか

で、パスポートに必要な本籍地のデータというものは、このネットワークに組み込まれて

いないわけですから、住基ネットを構築し運営していてもですね、パスポートの申請の手

間は変わらないというわけで、ところがこのことを３分の２以上の市町村の方は、メリッ

トが少ないという一方であって、気付いてらしゃらないですね。というのは６８％の市町

村が、国等の行政機関に関する本人確認情報提供は、住民にとって有意義だとおっしゃっ

ていますけれども、ご自分も税金を使う住民の組織ですから、この点の落差というものは

なんなのかなという気がいたします。それは住基のなかに今後は本籍も入れ込むのだと、

その事務手数料もかかるかもしれません。入れ込むことになるかもしれません。 
逆に言いますと、一番市町村にとって有意義なのは、いつでも何処も誰でもじゃないで

すか、本人確認しますから、いつでも何処でも長野県民が霧の摩周湖や西表島へ行ったと

きにも、長野県民であるアイデンティティがあやふやであると、心細く思ったら住民票が

取れるということが謳い文句になっているわけですけれども、ただ住民票の発行手数料と

いうのが、今後市町村に入るのか入らないのか、このあたりが恐らく半数以上の市町村が

認識なすってらっしゃらないということですね。そういたしますと補助金行政がちっとも

いいとは思っていませんけれども、交付税で措置されているといいますけど、交付税は大

変に総額のあやふやなものですから、どこでどれだけもらったのかわからないわけでして、

極論を言いますと、住民票の発行手数料というのも小さな自治体にとっては、換価しえぬ

税収でして、これは減り、けれどもこのメンテナンス料はいったいいくらぐらいで、設備

も自治体がみんな負担して、管理も自治体が負担していくわけでして、極論すると、ダブ

ルの税収減であるのではないかという気がしなくもないわけです。 
他方で、これ法定受託事務ではなくて、皆さんおっしゃったように自治事務ですから、

極論すると基礎自治体の長は、今は個人は問われなくなったんだと思いますが、基礎自治

体が損害賠償責任を負うことになるわけでございまして、長野県はその間にはいって国と

の手引き師をやる、手配師をやることでして､国自体はこの問題で住民から訴えられること

はないということになりますから、これは１２０の市町村で構成されていて、また１２０

の市町村が自律的に活気ある分子運動をしなくちゃいけないと常々申している私からする

と、税収減にはなり損害賠償責任の恐れがあり、そして費用は自らも負担すると、外部の
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業者の方が１１２団体のうち１０９団体作成をなさったと無理からぬことだとおっしゃる

方もいるでしょうけれども、これは先ほど櫻井さんの話で、道路公団の話でたいへんにう

なずけたんですが、実はこれ多くの造船会社や鉄鋼メーカーが広域のいわゆる高度化した

焼却場というようなもののプラントに活路を見出しているんですけれども、この金額を見

ますと、みな同じスペックで、土地代は別として台湾や香港やインドネシア或いはアメリ

カで造ったものと同じ、日本の名だたる造船会社や鉄鋼メーカーが造ったものが、同じ国

内でこうした自治体の広域のごみ焼却場を造る場合、３倍から４倍の費用になっているわ

けでございまして、これから環境という名前だったらお金はなんでも出せるという錦の御

旗の元にこうした救い方があると、他方で海外では大変に恐らくはボランティア的に貢献

しているという歪んだボランティア国家ですけど、この問題、これは形を変えたコンピュ

ーターネットワークというものはですね、バブルな公共事業となってしまったんじゃない

かと。 
長野県は、今後は、メンターという形でですね、外部に投げるのではなくて、こうした

人たちに適切な費用や、他の者でもメンテナンス可能な互換性というものを作ってってい

ただくんですけれども、先ほどの櫻井さんがおっしゃった、直接この本論と離れるかもし

れませんが、すべてコンサルの人に丸投げしているうちにコンサルに牛耳られてしまった

道路公団とおっしゃいましたが、これは長野県の公共事業も同じでして、コンサルに丸投

げしているうちにコンサルに丸下げされているような形でして、こうやって考えますと、

首長の認識が的確かどうか担当者が不安になっているだけでなく、先ほどのパスポートの

問題、住民票の問題、正にその責任の問題といくつか大きな課題があるなあということを

このアンケートの結果を見まして、あらためて感じました。 
先ほども市町村課の山本のほうからもこのデータを共有化してと申し上げましたが、共

有化するよりも恐らくこのそれぞれの担当者が、自身の戸惑いを吐露されているわけでし

て、同様のことを是非委員の方々にお願いしたいのは、情報を提供するだけですと、行政

のよくあるポスターを作る啓発活動となんら変わりませんので、基礎自治体のそうした担

当者の方々に、同様の戸惑いをたとえば乗り越えて独自に研究なさっていたり実践なさっ

てるような、全国３千いくつもございますから、なかにはそうした有為な方もいらっしゃ

るかもしれません。そうした方にいたずらに不安をあおるということではなくてですね、

やはり冷静にありのままのもの、また私たちはどう乗り越えなければならないのか、対処

するのかということをですね、私どもの職員のみならず市町村の職員にもお話をしていた

だけるような方がいらっしゃればですね、是非今日ではなくても結構ですからなるべく早

めにご推薦いただいて、そうした活動が、ちょうど階段の踊り場で宙ぶらりん状態の長野

県にとっては必要なことかなと。あるいは皆さんが委員におなりいただきましたから、先

ほど来の皆さんのさまざまなご判断に基づく調査等には、それを損なわないようにお手伝

いすることですし、この委員会も県外の表現者の方もおいでになっているからだけではな

くて、ある意味では国なりの求めに応じて作った委員会とはいえ、たいへんこの委員会は
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注目されているかと思いますので、先ほどの櫻井さんのご提案も含めて、私ども財政厳し

き折りなので、一日１億３千万円も利息を払っている大借金県なので、なるべくお金がか

からないというのは切に望むところでありますが、是非この場の議論だけでない行動をさ

れる委員会であると嬉しく思います。 
 
不破会長: 
ありがとうございます。まだご意見があろうかと思いますけれどもこのあたりでこの議

論の整理をしたいと思います。 
 
清水委員: 
ちょっといいですか、最後のほうで知事がおっしゃったことと関係するんですが、長野

県以外の職員の意見を聞こうということを私も考えておりまして、全国というところで見

たときにはやはり、相当に住基本ネットの問題について研究している人とか、考えていて、

現場の実情も踏まえて自分達は本来こういう制度を作りたいんだというようなものを考え

ているような人を、全国を探すといるんですね、何人か。ですので、この審議会の場にす

るか、或いは次回までの間の調査の間に取り組むかはともかくとして、そういった人たち

から話を聞くということもしたほうが県内の調査をするときにですね、有意義だと思いま

す。 
 
不破会長: 
今後の我々の活動についてなんですけれども、いくつかの市町村にこのアンケートを踏

まえた上でさらに調査に行く、聞き取り調査にいくということに関しましては皆さんご異

議ないでしょうか。 
吉田委員からは、現場でのデータの扱いについても調べる必要があるのではないか。 
中澤委員からは、住基ネット前のシステム、住基ネット後のシステムについて、また、

データの管理の実態について調べる必要があるのではないか。 
清水委員のほうからは、担当者が何を作りたいのかといった、担当者との意見を交換を

行いたい。 
私のほうからは、セキュリティについての考えを聞きたい。 
櫻井委員のほうからは、離脱も含めた選択というものができるのであれば、どう考えま

すかということも聞きたい。 
いくつかのご意見がございました。この点をふまえて各市町村に、我々の方で、この市

町村の意見を聴きたいということを事務局のほうに申し上げて、事務局のほうでアポイン

ト等調整をいただいて、我々の方で出向かせていただくというようなやり方で、少し調査

をさせていただければと思います。具体的には事務局と今後詰めてどのようにやっていく

のかを、この委員会が終わったあと打合せをさせていただければと思いますのでよろしく



 - 30 - 

お願いします。 
もう一つアンケートにつきまして、これをホームページで公開等するわけですけれども、

ただ質問を見ただけで、いったいこの質問はどういう意味があるのかなかなかわかりにく

いものもあろうかと思います。そこで各質問について少しこれを書かれた清水委員を中心

に解説をちょっと入れる必要があるのではないかということと、それから、まだ８市町村

きてないわけですから、そこからくることもありますので、適宜ホームページ上で最新の

情報を、解説もふまえて載せていくということをさせていただきたいと思います。そして

知事のほうからもありました他県の担当者、他のいろいろな賢者の意見を聞く場につきま

しても、今清水委員のほうからもそういう人を知っているというお話がありましたので、

どのような形で聞くのかをこのあと、事務局を交えて少し調整をいただければと思います。

それから韓国のワームについての調査、櫻井委員のほうからも是非必要なことじゃないか

ということで、どのような形で行うかはあれですけど、吉田委員がそういうセキュリティ

についてはご専門であられるので、吉田委員を中心に事務局と打合せの上で、どのように

調べていくのかご検討をいただければというふうに思います。 
 
田中知事: 
首長がどの程度のご認識か、県政レポートという知事から毎月出すレポートがあります

ので、そのなかでも分かり易くこのことはお伝えする必要があると思います。 
 
不破会長: 
わかりました。その点もふまえてもう少し調査を進めてまいりたいと思います。 
その他として何かご意見はございますでしょうか。  

 
中澤委員: 
現実に住基ネットの運用が始まっているのも事実なんですね、住基法第３０条の５に基

づき市町村長は県知事に本人確認情報を通知するということが始まって現にデータも県に

集まっています。そういう運用がなされているということを踏まえまして、本来ここの審

議会のなかでは、県における管理がどうなされているかというのが一番のテーマであると

思いますね。市町村を調査するということに反対するわけではないですが、県で情報をど

う管理し、どう活用し、どう対策を講じているのかそういったことに対して、この審議会

ではどう検証していくべきなのか、そういった話も次回から入れていっていただきたいと

思います。 
 
不破会長: 
前回も少し時間がなくて、できなかった緊急時の対策などもあろうかとも思いますが、

事務局からその点について発言をいただければ。 
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山本市町村課長: 
それでは先ほど中澤委員さんからお聞きしました県における情報管理等はどうかという

ようなことでございますが、私どもこの審議会をお願いしたときに、この審議会には、各

年度等の状況をご報告する必要があるのではないかと考えておりまして、この３月で１４

年度が終了いたしますので、１４年度の状況、これにつきましては、指定情報処機関の方

に照会をいたしまして、どのような情報提供がなされたのか、いま現在のシステムでわか

る範囲でお聞きをしたいと、市町村とやり取りをしているなかででてきた今日のアンケー

ト以外のご意見とを一緒にしましてご報告をさせていただきたいと考えております。その

なかで前回資料を送らせていただきました緊急時対応計画につきましても、ご意見等あれ

ば頂戴してよりよい対応計画にしていきたいとこのように考えております。時期といたし

ましては、この審議が終了した後ということになりますけれども通常のご報告をさせてい

ただければと思います。それから緊急時対応計画でございますが、前回も資料を送らせて

いただきまして、審議のお時間がなかったんですが、本日も、今後の審議事項等もござい

ますから、できましたら委員の皆様方からそれぞれご意見をいただきまして、県において

ご意見頂戴しましたところで、ご意見をふまえた形での修正を行いまして、その結果をご

報告申し上げるというかたちで進めさせていただければありがたいと、また意見をいただ

く方法等につきましては、事務局のほうからご相談させていただきたいと思いますので、

それも併せてお願いしたいと思います。 
 
不破会長: 
よろしくお願いします。中澤委員がご指摘のとおり各市町村が非常に気を使いながら集

めたデータを県がいったいどのように扱っているのか、確かに大事な点で、この審議事項

は委員会の大事な審議事項でございますので、次回はそれについて時間をとっていただい

て報告をいただければと思います。今、事務局から説明のありました点につきまして、各

委員の皆様にはそのようにご理解ご承知をいただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
ほかにご意見等ございますでしょうか。 
それでは次回の審議会の開催時期について事務局のほうからお願いします。 

 
山本市町村課長: 
次回でございますが、先ほど申し上げましたが、今年度の状況ということになりますと、

新年度ということになります。今後４月には統一地方選挙がございまして、全県多くの市

町村で選挙が行われるということで、この場で日程調整を行うということは難しいもので

すから、その状況を見ましてあらためてご都合をお伺いしたいと考えております。 
 
櫻井委員: 
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是非３月中とか、できたら私は２月中にやったほうがいいと思います。 
 
田中知事: 
 今申し上げたように、２月の２１日の金曜日か、２４日の月曜日か、２５日の火曜日で

したら私どもは対応できます。 
 
不破会長: 
それでは日程調整できれば２月に開ければ開くということで、日程調整をさせていただ

きたいと思います。それから必要に応じて我々だけが集まってワーキングということも開

催は可能かと思いますのでまたよろしくお願いします。 
 
（次回審議会の日程調整） 

 
不破会長: 
それでは次回は２月２１日ということで時間と場所は事務局のほうからご連絡いただく

ということでよろしくお願いします。 
本日は闊達なご議論をいただきましてありがとうございました。以上をもちまして第２

回の審議会のほうを閉会させていただきます。ありがとうございました。 
 

 
 


